
●お問い合わせ　神戸町社協居宅介護支援事業所　☎ 0584-28-1025

　利用者が可能な限り自宅で自立した生活が送ること
ができるよう、介護支援専門員（ケアマネジャー）が、
利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護
サービスを利用するためのケアプランを作成し、その
プランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、
事業者や関係機関との連絡・調整を行います。

居宅介護支援とは居宅介護支援とは

介護保険を申請される方の理由はさまざまで、病気や
高齢による筋力の低下、自宅に閉じこもっている方な
どです。まずはお気軽にご相談ください。

対象となる方対象となる方

●介護保険や介護に関する相談
●居宅訪問・面接
●ケアプラン作成
●主治医・薬剤師などとの連携
●サービス提供事業所との連絡調整
●要介護認定申請代行　など

主な業務内容

※次回は介護保険を利用して、介護サービスの利用の流れをご紹介します。

護認定申請代行 など

神戸町社協居宅介護支援事業所神戸町社協居宅介護支援事業所

要支援・要介護認定のある方
（※介護保険の申請は神戸町役場健康福祉課）

能登半島地震被災地へ職員を派遣能登半島地震被災地へ職員を派遣
石川県珠洲市の「災害ボランティアセンター運営」支援活動に職員２名を派遣しました。第１陣
は４月７日から、第２陣は５月５日から６泊７日で活動しました。活動内容は、被災した家屋調査
や活動資材の管理・貸出などを行いました。
現地は倒壊した家屋がいまだ手つかずのままで、断水も続き復興には程遠い現状です。被災者か
らのボランティアセンターに寄せらせる活動依頼が１日２０～３０件程あり、作業が完了しても追
いついていない状況でした。
幸い神戸町では大きな災害はありませんが、被災などが起こった場合どのような対応をしていく
か日頃から意識して業務にあたりたいと思います。
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